
 

 

 

 

地方公共団体アンケート調査  

（１） 調査の目的 

景観法の関連制度の活用状況等の把握を目的とし

て、以下の調査を実施した。 

 

・景観形成の取組に関する調査 

・景観形成の取組のレビュー（「景観法の活用状況

について」） 

・景観計画等の活用状況 

 

（２） 調査対象・有効回答数 

調査票 調査対象 
有効回
答数 

景観形成の取組のレビ

ュー（「景観法の活用状

況について」） 

1,797 団体 

47 都道府県、19

政令市、41中核

市、1,685 一般市

町村 

1,689
94.1％

景観計画等の活用状況 

景観法に基づく

景観計画を策定

している景観行

政団体（307 団体） 

304

99.0％

 

（３） 調査期間 

平成 23(2011)年 9 月 16 日（金） 

～ 平成 23(2011)年 9 月 30 日（金） 

景観形成の取組のレビュー（「景観法の活用状況について」） 

問１ 基礎情報 

（１）都道府県、政令市、中核市、その他市町村の別 

回答地方公共団体の属性

都道府県, 2.8%

（47団体）

政令市, 1.1%

（19団体）

中核市, 2.4%

（41団体）

その他の市町

村, 93.7%（1582

団体）

（２）地方自治法に基づく景観に関する条例の有無 

（景観法委任条例のみの場合を除く。景観法公布後に制定された条例も 

対象） 

地方自治法に基づく景観に関する条例の有無 

ある（景観法が公布（平成16年5

月）される以前から制定し、景観

法公布後に改正していない）, 

6.0%（101団体）
ある（景観法が公布（平成16年5

月）される以前から制定し、景観

法公布後に改正した）, 6.9%

（117団体）

ある（景観法公布後に制定し

た）, 8.8%（149団体）

ない, 78.3%

（1,322団体）

無回答, 0.0%

（0団体）

問２ 景観行政団体、景観計画の状況 

（１）景観行政団体への移行状況と意向の有無。景観行政団

体になる意向がある場合には移行予定（希望）時期 

景観行政団体への移行状況と意向

既に景観行政団体

である, 30.0%

（506団体）

今後、景観行政団

体となる意向があ

る, 18.3%

（309団体）

今のところ景観行

政団体となる意向

はない, 51.3%

（866団体）

無回答, 0.5%

（8団体）

 

景観形成の取組に関する調査 

（景観法の活用状況） 

（平成 23 年 9 月 1 日時点） 



 

景観行政団体になる意向がある団体の移行予定（希望）時期 

（対象：「今後、景観行政団体となる意向がある」と回答した団体） 

H23年度末まで, 

12.3%（38団体）

H24年度末まで, 

12.3%（38団体）

H25年度末まで, 

6.5%（20団体）

Ｈ26年度以降, 

12.9%（40団体）

未定・検討中, 

51.1%（158団体）

無回答, 4.9%（15

団体）

 

（２）景観行政団体にならない理由（複数回答可） 

対象：（１）で「今のところ景観行政団体になる意向はない」と回答した団体 

景観行政団体にならない理由 

49.1%

48.3%

8.1%

5.1%

40.9%

16.2%

26.8%

1.4%

2.0%

0.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

都道府県の条例等で十分であるため

景観が阻害されるような問題が生じていないため

保全すべき良好な景観が見あたらないため

景観法に基づかない手法で対応できているため

職員等の必要な体制を確保できないため

必要な予算を確保できないため

景観法に関する知識・ノウハウが不足しているため

関係機関との合意形成が困難であるため

その他

無回答

 

（３）現在の景観計画の策定状況（予定等を含む） 

対象： （１）で「既に景観行政団体である」、「今後、景観行政団体となる意向

がある」と回答した団体 

景観計画策定状況（予定等を含む） 

策定済

37.3%（304団体）

策定予定あり

49.2%（401団体）

策定予定なし

11.0%（90団体）

無回答

2.5%（20団体）

 

 

景観計画の策定予定（希望）時期 

（対象：『策定予定あり』と回答した団体） 

H23年度末まで

15.0%（60団体）

H24年度末まで

18.2%（73団体）

H25年度末まで

12.7%（51団体）

Ｈ26年度以降

17.0%（68団体）

未定・検討中

34.4%（138団体）

無回答

2.7%（11団体）

 

（４）景観計画を「策定予定なし」とする理由（複数回答可） 

対象：（３）で「策定予定なしと回答した団体  

景観計画を策定しない理由 

17.8%

25.6%

8.9%

14.4%

45.6%

22.2%

24.4%

1.1%

11.1%

4.4%

27.8%

0.0%

0% 20% 40% 60%

都道府県の計画で十分であるため

景観が阻害されるような問題が生じていないため

保全すべき良好な景観が見あたらないため

景観法に基づかない手法で対応できているため

職員等の必要な体制を確保できないため

必要な予算を確保できないため

景観法に関する知識・ノウハウが不足しているため

関係機関との合意形成が困難であるため

住民との合意形成が困難であるため

事業者との合意形成が困難であるため

その他

無回答

景観計画を策定しない理由（市町村回答のみで集計した場合） 

24.2%

34.8%

12.1%

13.6%

62.1%

30.3%

33.3%

1.5%

15.2%

6.1%

7.6%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80%

都道府県の計画で十分であるため

景観が阻害されるような問題が生じていないため

保全すべき良好な景観が見あたらないため

景観法に基づかない手法で対応できているため

職員等の必要な体制を確保できないため

必要な予算を確保できないため

景観法に関する知識・ノウハウが不足しているため

関係機関との合意形成が困難であるため

住民との合意形成が困難であるため

事業者との合意形成が困難であるため

その他

無回答



 

問３ 地区計画等形態意匠条例の制定状況 

対象：市区町村のみ 

（１）地区計画等形態意匠条例の有無 

地区計画等形態意匠条例の有無 

有, 0.4%

（７団体）

無, 93.7%

（1,539団体）

無回答, 5.8%

（96団体）

 

問４ 準景観地区の活用状況・意向 

対象：市区町村のみ 

（１）準景観地区の活用状況・意向 

準景観地区の活用状況・意向 

公示済みの地区が

ある, 0.1%

（2団体）

今後活用したい意

向がある（想定して

いる具体的な地域

がある）, 1.7%

（28団体）

今後活用したい意

向がある（想定して

いる具体的な地域

はない）, 6.2%

（101団体）

活用意向はない・分

からない, 61.9%

（1,016団体）

行政区域全域が都

市計画区域又は準

都市計画区域のた

め制度の対象外で

ある, 29.0%

（477団体）

無回答, 1.1%

（18団体）

 

（２） 対象：（１）で「活用意向はない・分からない 」と回答した団体 

準景観地区を活用しない理由（複数回答可） 

準景観地区を活用しない理由 

20.7%

30.2%

40.1%

27.5%

31.5%

9.3%

5.9%

2.6%

0% 20% 40% 60%

景観形成の必要性のある地区が都市計画区域外、

準都市計画区域外に見あたらない

景観形成の具体像を明確にできる地区が想定でき

ない

景観を巡る紛争が発生していない

準景観地区を定めるまで住民の意識が醸成されて

いない

調査や計画策定の人的、財政的余裕が無い

裁量性の大きい「認定制度」を適格に運用できる体

制がない

その他

無回答

景観計画等の活用状況 

問１  景観届出対象行為･特定届出対象行為に関する
勧告・変更命令件数 

（１） 届出対象行為･特定届出対象行為に関する勧告・変更

命令件数 

１） 届出対象行為（法第１６条第３項）に関する届出総件数

（年度単位、平成17年度から平成20年度迄） 

 
届出対象行為に関する届出総件数 

 

341 

5,281 
7,282 

12,791 

18,209 

26,450 

4 
24 

66 

134 

206 

263 
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20,000
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30,000

H17年度 H18年度 H19年度 H20年度 H21年度 H22年度

景観法に基づく届出件数(左軸) 施行済み景観計画数(右軸)

 
２） 届出対象行為（法第１６条第３項）に関する勧告の件数

（年度単位、平成17年度から平成21年度迄） 

 
届出対象行為に関する勧告件数 

  H17 年度 H18年度 H19 年度 H20 年度 H21年度 H21 年度 合計 

団体数 － － 3 4 6 5 18

件数 － － 4 104 41 57 206

 

 

 

 

 

 

 

 

３） 特定届出対象行為（法第１７条第１項）に関する変更命

令の件数（年度単位、平成17年度から平成21年度迄） 

 
特定届出対象行為に関する変更命令の件数 

回答なし 
 
４） 変更命令に必要な調査等のための期間延長の件数

（年度単位、平成17年度から平成21年度迄） 

 
変更命令に必要な調査等のための期間延長件数 

  H17 年度 H18 年度 H19 年度 H20 年度 H21 年度 H21 年度 合計 

団体数  －  － － 1 4 3 8

件数  －  － － 1 4 3 8

 

５） 特定届出対象行為（法第１７条第１項）に関する罰則件

数（年度単位、平成17年度から平成21年度迄） 

特定届出対象行為に関する罰則件数 

回答なし 

 

 

 



 

問３  景観重要公共施設の指定状況 

（１）景観重要公共施設の指定状況（複数回答可） 

景観重要公共施設の指定状況

28.9%

19.1%

13.2%

1.3%

1.0%

1.6%

6.3%

68.4%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80%

道路を指定している

河川を指定している

都市公園を指定している

海岸を指定している

湾港を指定している

漁港を指定している

その他の施設を指定している

指定していない

無回答

 

（２）景観重要公共施設の占用などに関する許可（法第 8

条第 2 項第 4 号ハ）の基準の有無（複数回答可） 

 

景観重要公共施設の占用などに関する許可（法第8条第2項第4号

ハ）の基準の有無） 

11.2%

5.6%

2.6%

1.3%

0.3%

1.3%

19.7%

0% 10% 20% 30%

道路法第32条第1項又は第3項の許可

の基準

河川法第24条、第25条、第26条第1項

又は第27条第1項の許可の基準

都市公園法第5条第1項又は第6条第1

項若しくは第3項の許可の基準

海岸法第7条第1項、第8条第1項、第37

条の4又は第37条の5の許可の基準

港湾法第37条第1項の許可の基準

漁港漁場整備法第39条第1項の許可

の基準

無回答

 

問４ 景観計画に即した屋外広告物条例の制定状況 

（１）景観計画での「屋外広告物の表示等の制限に関する事

項（法第８条２項４号イ）」の策定状況 

 

景観計画での「屋外広告物の表示等の制限に関する事項 

（法第８条２項４号イ）」の策定状況 

策定している, 48.0%

（146団体）
策定していない, 

52.0%（158団体）

無回答, 0.0%

（0団体）

 

（２）対象：(１)で「策定している」と回答した団体 

景観計画に即した屋外広告物条例の制定状況 

景観計画に即した屋外広告物条例の制定状況 

制定している

50.0%（73団体）

制定していないが、

今後、条例を制定・

変更し反映予定で

ある

28.8%（42団体）

制定していないし、

今後も制定・変更す

る予定はない

20.5%（30団体）

無回答

0.7%（1団体）

 
 

問５ 景観農業振興地域整備計画の制定状況 

（１）景観農業振興地域整備計画の策定状況 
 

景観農業振興地域整備計画の策定状況 

策定している, 1.0%

（3団体）

策定していない, 

98.7%（300団体）

無回答, 0.3%

（1団体）

 

問６ 自然公園法の行為許可に係わる特例の活用状況 

（１）自然公園法の行為許可に係る特例の活用状況 

 

自然公園法の行為許可に係る特例の活用状況 

活用している, 

3.0%（9団体）

活用していな

い, 96.7%

（294団体）

無回答, 0.3%

（1団体）

 



 

問７ その他の制度との連携による効果的な取組につい

て 

（１）景観計画や景観地区で目指す良好な景観形成のため

の、他法令に基づく制度の活用状況（複数回答可） 

 
景観計画や景観地区で目指す良好な景観形成のための、他法令に

基づく制度の活用状況 

53.6%

28.6%

25.7%

2.0%

9.2%

8.2%

2.0%

1.0%

0.3%

10.9%

10.5%

6.3%

29.6%

13.8%

42.8%

3.9%

18.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

都市計画法・地区計画

都市計画法・風致地区

都市計画法・高度地区

古都における歴史的風土の保存に関する

特別措置法・歴史的風土特別保存地区

都市緑地法・特別緑地保全地区

都市緑地法・緑地協定

都市緑地法・緑地保全地域

都市緑地法・緑化地域

都市緑地法・緑地管理機構制度

文化財保護法・伝統的建造物群保存地区

文化財保護法・重要文化的景観

地域における歴史的風致の維持及び向上

に関する法律・歴史的風致維持向上計画

建築基準法に基づく規制・建築協定

建築基準法に基づく規制・総合設計制度

等

屋外広告物法に基づく規制

その他

無回答

問８ 景観計画の策定による効果について 

（１）景観計画の策定による景観阻害要素の抑制、景観要素

の保全、魅力的な景観の創出など直接的な効果について 

 
景観計画の策定による景観阻害要素の抑制、景観要素の保全、

魅力的な景観の創出など直接的な効果 

44.7%

6.6%

4.6%

19.1%

6.9%

7.9%

20.1%

18.4%

11.2%

16.4%

18.8%

16.4%

10.9%

16.8%

12.5%

8.2%

10.2%

1.3%

14.8%

1.6%

50.0%

33.9%

37.8%

49.7%

39.8%

51.3%

55.3%

59.5%

58.6%

58.2%

61.5%

63.5%

57.9%

69.1%

62.2%

62.5%

63.5%

40.5%

64.8%

12.5%

4.6%

58.9%

56.9%

30.6%

52.6%

40.1%

24.0%

21.4%

29.6%

24.7%

19.1%

19.4%

30.6%

13.5%

24.7%

28.6%

25.7%

57.6%

19.7%

85.2%

0.7%

0.7%

0.7%

0.7%

0.7%

0.0%

0.7%

0.7%

0.7%

0.7%

0.7%

0.7%

0.7%

0.7%

0.7%

0.7%

0.7%

0.7%

0.7%

0.7%

景観を阻害する色彩が抑制された

高層マンション等による建築紛争が防止で

きた

無秩序な投棄等による景観の悪化を抑制で

きた

景観を阻害する屋外広告物が抑制された

景観を阻害していた電線の地中化が促進さ

れた

乱開発による自然景観の破壊を防止できた

歴史的まちなみ景観の保全に寄与した

ランドマークとなる山並みや建造物への

眺望の保全に貢献した

丘等からの見晴らし景観の保全に貢献した

景観的に重要な建造物や樹木の保全に寄

与した

住宅地の良好な景観の保全に貢献した

商業・業務地の良好な景観の形成に貢献し

た

工業地の良好な景観の形成に貢献した

落ち着きのある色彩の建物が増え、

街並みが整ってきた

地域の個性を生かした魅力ある観光地の

景観の創出に貢献した

駅等の交通結節点や主要な通り周辺の

風格ある景観創出に貢献した

魅力ある住宅地景観の創出が促進された

特徴ある夜間景観の創出に貢献した

道路や水辺など公共施設、公共建築物に

おける魅力ある景観の創出が促進された

その他

0% 20% 40% 60% 80% 100%

既に効果が発現した 今後、効果の

発現が見込まれる

効果は発現していない／今後も見込まれない 無回答



 

 

（２）景観計画の策定によすに良好な景観形成が進んだこと

による波及効果について 

 
景観計画の策定によすに良好な景観形成が進んだことによる 

波及効果について 

7.2%

2.0%

3.0%

1.6%

1.0%

0.7%

12.5%

8.9%

1.6%

56.6%

49.7%

38.5%

31.6%

26.6%

25.7%

70.4%

53.9%

11.2%

35.9%

48.0%

58.2%

66.4%

72.0%

73.4%

16.8%

36.8%

86.8%

0.3%

0.3%

0.3%

0.3%

0.3%

0.3%

0.3%

0.3%

0.3%

訪問者が増加した

(観光)消費額が増加した

出店や進出企業が増加した

人口が増加した(または減少に歯止めが

かかった)

地価が上昇した(または下落に歯止めが

かかった)

税収が増加した

住民の地区に対する満足感(誇り、愛着な

ど)が高まった

対外的なブランドイメージが高まった(全国

の景観百選などの選定、世界文化遺産へ

の登録など)

その他

0% 20% 40% 60% 80% 100%

既に効果が発現した

今後、効果の発現が見込まれる

効果は発現していない／今後も見込まれない

無回答

（３）景観行政の効果を検証する取り組みの実施状況（複数

回答可） 

 
景観行政の効果を検証する取り組みの実施状況 

20.7%

19.1%

17.4%

4.9%

2.3%

0.3%

10.5%

35.5%

0% 10% 20% 30% 40%

良好な景観形成に効果のあった事例や特に

優れた事例を収集している

独自の目標（指標）を設定し、達成状況を確

認している

住民意識を把握するアンケート調査を実施し

ている

統計調査を活用して検証している（例：国勢調

査、観光入込客数、公示地価調査 等）

その他の手段で、定量的に効果を把握してい

る

経済波及効果を算出している

その他

無回答

 

 


